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１．除染関係
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国直轄除染の進捗状況地図 （平成29年4月1日時点）
＜ 避難指示が解除された市町村 ＞

市町村 避難指示解除日

田村市 平成26年 4月 1日

川内村（旧避難指示解除準備区域）
（旧居住制限区域）

平成26年10月 1日
平成28年 6月14日

楢葉町 平成27年 9月 5日

葛尾村 平成28年 6月12日

南相馬市 平成28年 7月12日

飯舘村 平成29年 3月31日

川俣町 平成29年 3月31日

浪江町 平成29年 3月31日

富岡町 平成29年 4月 1日

＜ 面的除染が完了した市町村 ＞
市町村 除染終了時期 ※

田村市 平成25年 6月

楢葉町 平成26年 3月

川内村 平成26年 3月

大熊町 平成26年 3月

葛尾村 平成27年12月

川俣町 平成27年12月

双葉町 平成28年 ３月

飯舘村 平成28年12月

富岡町 平成29年 １月

南相馬市 平成29年 ３月

浪江町 平成29年 ３月
※ 除染終了時期は、各市町村の除染実施計画における除染対象のうち、

同意を得られたものに対する面的除染が完了した時期を記載。
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国直轄除染の完了報告（平成29年3月31日時点）

市町村
宅 地 農 地 森 林 道 路

避難指示解除日
実施数量 件 実施数量 ha 実施数量 ha 実施数量 ha

南相馬市 4,500件 1,700ha 1,300ha 270ha 平成28年 7月12日

浪江町 5,600件 1,400ha 390ha 210ha 平成29年 3月31日

富岡町 6,000件 750ha 510ha 170ha 平成29年 4月 1日

飯舘村 2,000件 2,100ha 1,500ha 330ha 平成29年 3月31日

双葉町 97件 100ha 6.2ha 8.4ha

川俣町 360件 600ha 510ha 71ha 平成29年 3月31日

葛尾村 460件 570ha 660ha 95ha 平成28年 6月12日

大熊町 180件 170ha 160ha 31ha

川内村 160件 130ha 200ha 38ha
（旧避難指示解除準備区域）

平成26年10月 1日
（旧居住制限区域）

平成28年 6月14日

楢葉町 2,600件 830ha 470ha 170ha 平成27年 9月 5日

田村市 140件 140ha 190ha 29ha 平成26年 4月 1日

合 計 22,000件 8,500ha 5,800ha 1,400ha

政府目標である平成28年度末までに、下記の除染を完了した。

・面的除染の対象となる森林とは、住居等の近隣の森林を示す。
・新たに除染の実施の同意が得られた箇所等については、引き続き除染を実施している。
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汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況

平成28年12月末時点

平成28年11月末時点
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都道府県名 市町村数
汚染状況重点調査地域として指定された市町村

面的除染の進捗率が100％の市町村 （下線は措置完了市町村） 面的除染継続中市町村

福島県 36

須賀川市、相馬市、田村市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、天栄村、

会津坂下町、湯川村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、

棚倉町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、

小野町、

広野町、新地町（26）

福島市、郡山市、いわき市、白河市、

二本松市、南相馬市、伊達市、

本宮市、大玉村、川内村（10）

計 36 ２６ （内、措置完了市町村は５） １０

福島県内
（平成29年５月末現在）

発注割合
（発注数/計画数）

実績割合
（実績数/計画数）

公共施設等 発注済み ほぼ終了

住宅 発注済み ほぼ終了

道路 発注済み 約9割

農地・牧草地 発注済み ほぼ終了

森林（生活圏） 発注済み 約9割

市町村が中心に除染を行う地域についても、福島県内の36市町村において、除染実施計画に基づく除染を

実施。子どもの生活環境を含む公共施設等、住宅、農地・牧草地ではほぼ終了、道路、森林（生活圏）の除染

は約９割の進捗となるなど、着実に除染が進んでいる。

平成２９年５月末時点



仮置場等での保管について

○仮置場での保管～搬出～原形復旧～跡地返還までの流れ
跡地返還仮置場 搬出(中間貯蔵施設へ) 原形復旧工事

○仮置場の基本構造と、日常における管理・点検（直轄除染の仮置場の例）

放熱(ガス抜き)管

地下水監視孔

下部シート(遮水シート)集水タンク

上部シート(通気性の防水シートまたは遮水シート) 除去土壌等を入れた保管容器

非汚染土を入れた｢遮へい土のう｣

週１回の日常点検 ・目視点検
・空間線量率の計測

月１回の日常点検 ・地下水の計測

必要時 ・集水タンク内
浸出水の計測と処理

異常気象・地震時の
緊急点検

・目視点検
・空間線量率の計測

○仮置場の箇所数と、除去土壌等の数量

管理・点検の内容

※直轄除染の数値はＨ２９．６．３０時点
市町村除染の数値は福島県内分のみで
Ｈ２９．３．３１時点

仮置場箇所数 現場保管箇所数 除去土壌等の数量

直轄除染 262ヵ所 － 7,522,666袋

市町村除染 856ヵ所 146,819ヵ所 6,062,593ｍ３
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２．中間貯蔵施設関係
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中間貯蔵施設に係る用地取得の推移
契約件数（平成27年3月～平成29年6月）

契約面積（平成27年3月～平成29年6月）
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全体面積
約１，６００ｈａ

項 目 全体面積内訳
全体面積に
対する割合

登記記録人数
(2,360人)内訳

地権者連絡先
把握済み

約１，２１０ha 約７６％ 約１，７８０人

調査確認
承諾済み

約１，１５０ha 約７２％ 約１，５５０人

物件調査済み 約１，１２０ha 約７０％ 約１，５５０人

７月末速報値
契約済み

約５５３ha
約５２１ha

約３４．６％
約３２．６％

１，０２６人
(約４３．５％）※１

(約５７．６％）※２

９６６人
（約４０．９％）※１
（約５４．３％）※２

町有地 約１６５ha 約１０．３％

国有地/県有地/
無地番地の土地

約１６５ｈａ 約１０．３％

中間貯蔵施設用地の状況について 平成２９年６月末時点

※２連絡先把握済みの
1,780人に対する割合。

公有地等

約３３０ｈａ
（約２１％）

民有地

約１，２７０ｈａ
（約７９％）

民有地と公有地の合計では
全体の約９６％となっている。

※１登記記録人数の
2,360人に対する割合。
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受入・分別施設

土壌貯蔵施設

受入・分別施設、土壌貯蔵施設のイメージ

浸出水処理

放流
運搬

貯蔵

平成28年11月15日、大熊町、双葉町の予定地内に、

中間貯蔵施設における受入・分別施設、土壌貯蔵施設を着工。
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中間貯蔵施設への輸送の状況について

平成29年度の輸送実績（平成29年7月31日終了時点）

●搬入量 計148,047㎥
（累計：377,163㎥）
※輸送した大型土のう袋等１袋の体積を１㎥として換算した数値

●総輸送車両数 計24,675台
（累計：62,713台）

保管場への定置作業

●平成28年度末までに約23万㎥を中間貯蔵施設へ輸送済み｡
●平成29年度は50万ｍ³程度を輸送する予定。
●引き続き、輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、
環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施。
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※ 中間貯蔵施設に係る「当面５年間の見通し」は、平成28年３月公表。事業の進捗状況を踏まえ、必要に応じて随時見直しを行う。

※※ 福島県内の除染土壌等の発生量は、平成25年７月時点の推計値で、約1600万～2200万ｍ³（焼却後）

年度

用 地 取 得 （累 計） 輸 送 量

施 設 整 備
見通し 実績 見通し 実績

27 22ha程度
(28年３月25日時点)

約22ha ５万㎥程度 約４万５千㎥
• 中間貯蔵施設の保管場を整備
平成28年度以降も随時必要な保管場を整備

28 140～370ha程度 約376ha

15万㎥程度
• 加えて、大熊町及び双葉町の協力を

得て、町有地を活用した保管場に学
校等に保管されている除去土壌等の
輸送を実施。

約18万４千㎥

• ９月 仮設焼却施設（大熊町）着工
（29年度冬頃稼働予定）

• 11月 土壌貯蔵施設、受入・分別施
設着工（29年度秋頃稼働予定）

29
(当初:370～830ha)

376～830ha程度
約553ha

（7月末速報値）

（当初30～50万㎥程度）
50万㎥程度

• 学校等に保管されている除去土壌
等を優先的に輸送

• 先行して学校等から仮置場に搬出
済の市町村に配慮

• 今後の輸送量及び輸送台数を想定
し、これらに対応した道路交通対
策を、輸送量の拡大に先立って実
施

148,047㎥
(7月31日時点)

• 30年度の輸送量90～180万ｍ³に対
応する受入・分別施設、土壌貯蔵
施設を着工予定

• 双葉町の減容化施設着工予定（31
年度稼働予定）

• 焼却灰保管場を確保しつつ、廃棄
物貯蔵施設の整備に着手予定（31
年度稼働予定）

30 400～940ha程度 90万～180万㎥程度

31 520～1040ha程度 160万～400万㎥程度

32 640～1150ha程度
200万～600万ｍ³程度

(※累計500万～1250万㎥程度)
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３．廃棄物関係
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国直轄による福島県の対策地域内廃棄物の処理進捗状況（H29.８.４現在）

【仮設焼却施設の設置状況】

※田村市、川俣町については既存の処理施設で処理中。

災害廃棄物等の
処理中

富岡町、南相馬市、葛尾村、
浪江町、飯舘村（蕨平地区）、
楢葉町

建設工事中 大熊町

発注準備中 双葉町

災害廃棄物等の
処理完了

川内村、飯舘村(小宮地区）

対策地域内廃棄物処理計画（平成25年12月26日一部改定）に基づき、
災害廃棄物等の処理を実施中。

【災害廃棄物等の仮置場への
搬入済量】
○平成29年６月末時点、約154
万トン搬入完了 (うち、焼却
処理済量は約27万t、再生利
用済量は約69万ｔ)。

【津波がれきの撤去状況】
○旧警戒区域の津波がれきについては、帰還困難区域を除き、平
成28年3月に仮置場への搬入を完了。

【帰還の妨げとなる廃棄物の仮置場への搬入状況】
○帰還困難区域を除き、平成27年度末時点で、仮置場への搬入を完了。

楢葉町の仮設焼却施設
(平成28年10月)

汚染廃棄物対策地域 避難指示解除準備区域
居住制限区域 帰還困難区域

仮設焼却施設
(建設工事中、解体撤去済等を含む)

大熊町の仮設焼却施設（工事中）(平成29年４月) 14



【機密性３情報】厳秘

福島
第一
原発

福島
第二
原発

管理型処分場を活用した特定廃棄物の埋立処分事業について

特定廃棄物埋立処分施設
（旧フクシマエコテッククリーンセンター）
※富岡町に位置（搬入路は楢葉町）

・処分場面積：約9.4ha
・埋立容量：約96万㎥
（埋立可能容量：約65万㎥）

汚染廃棄物対策地域

居住制限区域

帰還困難区域

避難指示解除準備区域

 H25.12.14 国が福島県・富岡町・楢葉町に受入れを要請
 H27.12.04 県知事、両町長から国に対し、苦渋の決断であるが、

事業を容認する旨、伝達
 H28.  4.18 既存管理型処分場について国有化
 H28. 6.27 国と県・両町との間で、管理型処分場の周辺地域の

安全確保に関する協定を締結
 H29. 5.17 県、楢葉町に対し、地元との安全協定がなくても

特定廃棄物の搬入を行う旨、伝達。
 ＜現在＞
・ 富岡町地元行政区（太田・毛萱）と安全協定を締結済。
・ 楢葉町地元行政区（上繁岡）と安全協定を締結済。
・ 輸送計画を策定中。
・ 必要な準備工事を実施中。

○ 埋立対象物：双葉郡8町村の生活ごみ、対策地域内廃棄物等、福島県内の指定廃棄物 （10万Bq/kg以下のものに限る）
○ 搬入期間： 双葉郡8町村の生活ごみは約10年間、対策地域内廃棄物等及び指定廃棄物は約6年間

埋立対象物・搬入期間

調整等の進捗状況

埋立区画

浸出水処理施設管理棟

飛灰等はセメントで
固形化し、溶出を抑制

○ 埋立処分における多重の安全対策： 放射性セシウムの溶出抑制、雨水の浸
入抑制、浸出水処理等の多重の安全対策を実施。

安全な埋立処分のための取組

施設の概要

埋立処分にあたっては、以下のような安全対策を実施することとしている。

○ モニタリング： 大気、地下水、浸出水処理水、
河川水等の放射能濃度のモニタリングを定期的
に実施し、結果を速やかに公表。

○ 管理体制：
• 国が責任を持って管理。また、学識経験者や
福島県、富岡町、楢葉町及び地域住民で構成さ
れる環境安全委員会において、処分状況やモニ
タリングデータ等を監視。

• 埋立完了後も、浸出水の処理や施設の点検・
保守、モニタリングを継続。埋立地における雨水の浸入抑制や

排水の促進等
浸出水の処理と
処理水の濃度監視

埋立層の断面図
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４．組織関係
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○総合環境政策統括官の設置

官房審議官（６）

総合環境政策統括官

秘書課

大臣官房

総務課

会計課 環境経済課

環境影響評価課

総合環境政策統括官
グループ

新政策統括官がグループ
を統括

環境保健部

○環境再生・資源循環局の設置

次長

環境再生・資源循環局

総務課

適正処理推進課

参事官（４） ※うち２名は時限

廃棄物規制課

• 東日本大震災の後、放射線汚染物質対策については、既存の組織をベースに逐次増強して体制を整備してきた。

• 「復興・創生期」に入り、復興も新たなステージを迎えた中で、昨年８月の与党東日本大震災復興加速化のための第６次提言を受け、これまで３つの

部局にまたがっていた廃棄物・リサイクル対策と放射性物質汚染対策を統合し一元的に取り組む「環境再生・資源循環局」を新設し、放射性

物質汚染からの環境再生に関し中核的組織として整備。

• この「環境再生・資源循環局」を中心に、大臣以下、環境省の最重要課題として省を挙げて被災地の環境再生に取り組み、復興創生を一層加速

化する。

• またあわせて、総合環境政策局を改組し、新たに設置する「総合環境政策統括官」の下で統括することで、国連持続可能な開発目標（SDGs）の採

択等を踏まえ、分野横断的な省全体の企画立案機能を強化する。

１．現状 ２．改革後

あわせて、福島環境再生事務所を、他の地方環境事務所と同格の事務所として
位置付け、新たに「福島地方環境事務所」として設置することで、現地の意思決
定の迅速化及び体制強化を図る。

※移管のみ

廃棄物・リサイクル対策部

放射性物質汚染対処技術統括官

水・大気環境局

官房参事官（指定廃棄物担当）

官房参事官
（中間貯蔵担当）

官房参事官［充て職］
（技術統括官付）

指定廃棄物関係

企画課

廃棄物対策課 産業廃棄物課

大臣官房

官房審議官（６）

総合環境政策局

総務課 環境計画課

環境経済課 環境影響評価課

官房参事官（除染担当）

総務課 大気環境課 自動車環境対策課

水環境課 土壌環境課

水・大気環境局

総務課

大気環境課

自動車環境対策課

水環境課

土壌環境課

環境保健部

中間貯蔵関係

除染関係

総合政策課

環境計画課
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